
第2号
・

第3号
・

第4号

金 額

円

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

25120-221

計 ③－④－⑤－⑥－⑦－⑧－⑨－⑩－⑪－⑫

差 引 計 ①－②

法附則第9条第8項の規定による控除額(⑤に掲げるものを除く｡)

法 附 則 第 9 条 第 8 項 の 規 定 に よ る 控 除 額
( 政 令 附 則 第 6 条 の 2 第 2 項 第 1 号 ロ 及 び ハ に 定 め る 収 入 金 額 に 係 る も の に 限 る ｡ )

法 附 則 第 9 条 第 10 項 の 規 定 に よ る 控 除 額

法 附 則 第 9 条 第 19 項 の 規 定 に よ る 控 除 額

法
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
入
金
額

摘 要

法 附 則 第 9 条 第 20 項 の 規 定 に よ る 控 除 額

法 附 則 第 9 条 第 21 項 の 規 定 に よ る 控 除 額

法 附 則 第 9 条 第 22 項 の 規 定 に よ る 控 除 額

法 附 則 第 9 条 第 23 項 の 規 定 に よ る 控 除 額

法 附 則 第 9 条 第 25 項 の 規 定 に よ る 控 除 額

計

収
入
金
額
の
総
額

第
六
号
様
式
別
表
六
 
（

令
和
七
年
改
正
）

収 入 金 額 に 関 す る 計 算 書

事業

年度

・　・
法
人
名法第72条の2第１項 に掲げる事業

・　・

計

控
除
さ
れ
る
金
額

都・法


